
工 学 院 大 学 電 気 電 子 情 報 同 窓 会 会 則  

 

   第 １ 章  総 則  

第 １ 条  本 会 は 工 学 院 大 学 電 気 電 子 情 報 同 窓 会 と 称 す る 。  

第 ２ 条  本 会 は 会 員 相 互 の 親 睦 と 学 術 の 研 究 開 発 を 図 り 、 別 表 １ に 定 め る 学 科 の  

発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ３ 条  本 会 は 本 部 を 工 学 院 大 学 校 友 会 事 務 室 に 置 く 。支 部 の 必 要 を 認 め た 場 合 、 

支 部 を 便 宜 の 各 地 に 置 く 。 但 し 支 部 に つ い て の 規 約 は 別 に 定 め る 。  

第 ４ 条  本 会 則 の 変 更 は 評 議 員 会 の 議 決 を 経 て 、 総 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な  

い 。  

 

第 ２ 章  事 業  

第 ５ 条  本 会 は 第 ２ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め に 下 記 の 事 業 を 行 な う 。  

 (1) 会 報 お よ び 会 員 名 簿 の 刊 行  

 (2) 会 員 相 互 の 連 絡  

 (3) 母 校 と の 連 結  

 (4) 学 術 の 研 究 、 工 業 発 展 に 必 要 な 研 究 調 査 、 発 表 ま た は そ の 奨 励  

 (5) 学 校 に 在 籍 す る 学 生 の 学 修 活 動 の 助 成  

(6) そ の 他 必 要 と 認 め た 事 業  

 

第 ３ 章  会 員  

第 ６ 条  会 員 を 正 会 員 、 学 生 会 員 、 特 別 会 員 の ３ 種 と す る 。  

第 ７ 条  正 会 員 は 次 の 通 り と す る 。  

２  工 手 学 校 、 工 学 院 、 工 学 院 工 業 専 門 学 校 の 電 気 系 学 科 卒 業 生 の う ち 申 請 の あ  

っ た 者 。  

３  別 表 １ に 定 め る 学 科 を 卒 業 し た 者  

４  別 表 ２ に 定 め る 学 科 を 卒 業 し た 者  

５  別 表 ２ に 定 め る 学 科 に 学 籍 を 置 い た も の で 正 会 員 ３ 名 以 上 の 紹 介 に よ り 、 理  

事 会 に お い て 適 当 と 認 め た 者  

第 ８ 条  学 生 会 員 は 別 表 １ に 定 め る 学 科 に 在 籍 す る 学 生 と す る 。  

第 ９ 条  特 別 会 員 は 別 表 １ に 定 め る 学 科 の 現 専 任 教 員 と す る 。 な お 、 同 学 現 旧 職  

員 中 本 会 に 関 係 の 深 い 者 で 理 事 会 の 推 薦 し た 者 も 含 め る 。  

 

 



第 ４ 章  役 員  

第 １ ０ 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

 会 長      １ 名  

 副 会 長     ２ 名  

 理 事     １ ５ 名  

 評 議 員    若 干 名  

 参 与     若 干 名  

 監 査      ２ 名  

 顧 問     若 干 名  

第 １ １ 条  会 長 、 副 会 長 、 理 事 、 監 査 は 評 議 員 会 で 正 会 員 か ら 選 出 し 、 総 会 の 承  

認 を 得 る も の と す る 。  

 参 与 は 特 別 会 員 の 中 か ら 会 長 が 委 嘱 す る 。  

 顧 問 は 本 会 役 員 経 験 者 の 中 か ら 会 長 が 委 嘱 す る 。  

 評 議 員 は 立 候 補 者 を 含 め て 、 前 期 評 議 員 会 で 正 会 員 の 中 か ら 選 出 し 、 次 期 総 会  

の 承 認 を 得 る も の と す る 。  

第 １ ２ 条  役 員 の 任 期 は ３ 年 と し 、 留 任 は 妨 げ な い 。 但 し 、 会 長 は ３ 期 ９ 年 を  

限 度 と す る 。  

第 １ ３ 条  会 長 は 本 会 を 代 表 し て 会 務 を 総 括 す る 。 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、 会 長  

 に 事 故 の あ る と き は そ の 職 務 を 交 代 す る 。 参 与 お よ び 顧 問 は 会 長 の 諮 問 に 応 ず  

る 。 監 査 は 会 務 を 調 査 し 、 総 会 で は そ の 結 果 を 報 告 す る 義 務 を 負 う 。 理 事 会 は  

会 長 が 召 集 す る 。  

  理 事 会 は 会 長 、 副 会 長 、 理 事 で 構 成 し 、 予 算 、 決 算 お よ び 重 要 事 項 を 評 議 し  

会 務 を 処 理 す る 。 評 議 員 会 は 評 議 員 で 構 成 し 、 予 算 、 決 算 を 審 議 議 決 し 、 そ の  

他 の 重 要 事 項 に 関 し て 会 務 に 参 与 す る 。  

第 １ ４ 条  理 事 会 は 理 事 会 構 成 員 の ２ ／ ３ 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 し 、 評 議 員 会  

は 評 議 員 の １ ／ ２ 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。 こ れ ら 役 員 会 の 議 決 は 多 数 決  

に よ る 。 但 し 、 評 議 員 会 の 成 立 要 件 の 出 席 者 数 に 委 任 状 を 認 め る も の と す る 。 

 

第 ５ 章  総 会  

第 １ ５ 条  総 会 は 会 長 が 招 集 し 、 毎 年 ４ 月 ３ ０ 日 ま た は そ の 前 後 に 原 則 と し て 母  

 校 に お い て 開 催 す る 。 臨 時 総 会 は 必 要 に 応 じ て 開 く こ と が で き る 。  

第 １ ６ 条  総 会 に お け る 承 認 お よ び 協 議 事 項  

 (1) 役 員 の 承 認  

 (2) 予 算 お よ び 決 算  



 (3) 財 産 の 管 理 お よ び 処 分  

 (4) 諸 規 則 の 制 定 、 会 則 の 改 廃  

 (5) そ の 他 本 会 の 目 的 を 達 成 す る た め の 事 項  

第 １ ７ 条  総 会 提 出 議 案 は 総 会 の １ ヶ 月 前 ま で に 本 部 に 通 知 す る 。 但 し 、 議 案 提  

出 者 は 総 会 に 出 席 し て 説 明 す る こ と を 原 則 と す る 。 緊 急 動 議 は 総 会 の 承 認 が あ  

れ ば 議 題 と す る こ と が で き る 。  

第 １ ８ 条  総 会 の 議 決 は 多 数 決 に よ る 。  

 

第 ６ 章  会 計  

第 １ ９ 条  正 会 員 、 学 生 会 員 は 別 に 定 め る 会 費 規 定 に よ り 会 費 を 納 付 す る こ と を  

 義 務 と す る 。  

第 ２ ０ 条  会 計 を 通 常 会 計 と 特 別 会 計 に 分 け る 。 通 常 会 計 は 会 費 で 支 弁 す る 。 特  

別 会 計 は 基 本 金 と し て 指 定 寄 付 金 お よ び 特 別 会 員 そ の 他 か ら の 寄 付 金 を 繰 入  

れ る 。 但 し 基 本 金 の 利 子 は 通 常 会 計 に 繰 入 れ る こ と が 出 来 る 。  

第 ２ １ 条  基 本 金 は 総 会 の 議 決 を 経 ず し て 使 用 す る こ と は 出 来 な い 。  

第 ２ ２ 条  基 本 金 保 管 方 法 は 理 事 会 の 承 認 を 得 て 確 実 な 銀 行 に 預 け 入 れ を す る 。  

又 は 国 公 債 、 公 共 性 の 強 い 社 債 に 換 え 保 管 す る も の と す る 。  

第 ２ ３ 条  会 計 年 度 は ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 ３ 月 ３ １ 日 に 終 る 。  

第 ２ ４ 条  毎 年 度 予 算 、 決 算 は 会 報 に よ り 公 示 す る 。  

 

   附  則  

第 １ 条  本 会 則 は 昭 和 ４ １ 年 ４ 月 １ 日 よ り 発 効 す る も の と す る 。  

第 ２ 条  会 長 、 副 会 長 、 理 事 は 昭 和 ４ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、 特 別 会 員 中 か  

 ら も 選 出 す る こ と が 出 来 る 。  

第 ３ 条  本 会 の 会 員 は 工 学 院 大 学 校 友 会 に 加 入 す る こ と が 出 来 る 。  

第 ４ 条  昭 和 ４ ３ 年 ５ 月 １ １ 日 一 部 改 正  

第 ５ 条  昭 和 ４ ６ 年 ６ 月 １ ９ 日 一 部 改 正  

第 ６ 条  昭 和 ４ ７ 年 ７ 月 １ 日 一 部 改 正  

第 ７ 条  昭 和 ５ ４ 年 ４ 月 １ 日 一 部 改 正  

第 ８ 条  昭 和 ５ ７ 年 ６ 月 ５ 日 一 部 改 正  

第 ９ 条  昭 和 ６ ０ 年 ５ 月 １ ８ 日 一 部 改 正  

第 １ ０ 条  昭 和 ６ ０ 年 度 の 役 員 は 任 期 を １ 年 と す る 。  

第 １ １ 条  平 成 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日 一 部 改 正  

第 １ ２ 条  平 成 ７ 年 ５ 月 ２ ８ 日 一 部 改 正  



第 １ ３ 条  平 成 ９ 年 ５ 月 ２ ５ 日 一 部 改 正  

第 １ ４ 条  平 成 ２ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 一 部 改 正  

第 １ ５ 条  平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ３ ０ 日 一 部 改 正  

 

 

別 表 １ （ 第 ２ 条 、 第 ７ 条 、 第 ８ 条 、 第 ９ 条 関 係 ） 平 成 １ ４ 年 度 か ら 適 用  

工 学 院 大 学 工 学 部 第 １ 部 電 気 シ ス テ ム 工 学 科  

工 学 院 大 学 工 学 部 第 １ 部 情 報 通 信 工 学 科  

工 学 院 大 学 情 報 学 部 コ ン ピ ュ ー タ 科 学 科  

工 学 院 大 学 情 報 学 部 情 報 デ ザ イ ン 学 科  

工 学 院 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 電 気 ・ 電 子 工 学 専 攻  

工 学 院 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 情 報 学 専 攻  

工 学 院 大 学 工 学 部 第 ２ 部 情 報 通 信 メ デ ィ ア 工 学 科  

 

別 表 ２ （ 第 ７ 条 関 係 ） 平 成 １ ３ 年 度 ま で 適 用  

工 学 院 大 学 短 期 大 学 部 電 気 科 （ 夜 間 ）  

工 学 院 大 学 短 期 大 学 部 電 気 工 学 科 （ 夜 間 ）  

工 学 院 大 学 第 １ 部 電 気 工 学 科  

工 学 院 大 学 第 ２ 部 電 気 工 学 科  

工 学 院 大 学 工 学 専 攻 科 電 気 工 学 専 攻  

工 学 院 大 学 第 １ 部 電 子 工 学 科  

工 学 院 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 電 気 工 学 専 攻  

工 学 院 大 学 第 １ 部 情 報 工 学 科  

工 学 院 大 学 第 ２ 部 電 気 電 子 情 報 工 学 科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



電 気 電 子 情 報 同 窓 会 会 費 お よ び 経 費 に 関 す る 規 約  

 

第 １ 条  会 則 第 １ ９ 条 に 定 め る 会 費 の 入 会 金 お よ び 会 費 に つ い て  

(1)  会 則 第 ７ 条 に 定 め る 正 会 員 は 入 会 金 ４ ,０ ０ ０ 円 、会 費 ６ ,０ ０ ０ 円 を 支 払  

う こ と に よ り 永 久 会 員 と し て の 資 格 を 有 す る 。  

(2)  会 則 第 ８ 条 に 定 め る 学 生 会 員 は 在 学 中 会 費 規 約 第 １ 条 １ 項 に 定 め る 入 学  

金 お よ び 会 費 を 分 割 納 入 し 、 卒 業 と 同 時 に 永 久 会 員 と し て の 資 格 を 有 す る こ  

と を 原 則 と す る 。  

第 ２ 条  入 会 金 、 会 費 の 支 弁 に つ い て  

(1)  正 会 員 の 入 会 金 、会 費 は 手 続 、連 絡 に 関 す る 費 用 、会 報 お よ び 定 期 総 会 の  

  運 営 費 に 充 当 す る 。  

(2)  学 生 会 員 の 分 割 支 払 金 は 正 会 員 に な る ま で 本 会 で 保 管 す る 。  

第 ３ 条  運 営 上 の 徴 収 金 に 関 し て  

 (1) 本 会 で 発 行 す る 会 報 以 外 の 刊 行 物 に つ い て は 実 費 を 徴 収 す る 。  

 (2) 本 会 で 行 な う 親 睦 会 、 研 究 会 等 に 要 す る 費 用 は そ の 都 度 徴 収 す る 。  

第 ４ 条  本 規 約 の 変 更 は 理 事 会 、 お よ び 評 議 員 会 の 審 議 、 議 決 を 経 て 総 会 の 承 認  

を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

   附  則  

第 １ 条  本 規 約 は 電 気 同 窓 会 発 足 と 同 時 に 発 効 す る 。  

第 ２ 条  昭 和 ４ ３ 年 ２ 月 １ 日 一 部 改 正  

第 ３ 条  昭 和 ４ ９ 年 １ ２ 月 ７ 日 一 部 改 正  

第 ４ 条  平 成 ９ 年 ５ 月 ２ ５ 日 一 部 改 正  


